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令和４年度前期授業の実施方針について 

１．授業について 

 前期の授業については、新型コロナウイルス感染状況を鑑み、感染防止対策を講じたうえで原則、
面接授業(対面授業)を中心に一部遠隔(オンライン)で実施します。 

※オリエンテーション等（４月１日（金）)は、対面で実施予定。授業開始は４月 6日(水)から。 

 面接授業(対面授業)実施については、以下に示す「面接授業(対面授業)実施にあたっての感染防
止基準」を遵守して行います。また、学内で感染者が確認された場合、休講措置をとることがあり
ます。休講期間分の面接授業(対面授業)は、遠隔授業または補講授業に切替えて実施します。 

【面接授業(対面授業)実施にあたっての感染防止基準】 
①面接授業(対面授業)は、三密の回避（常時 2 方向換気、学生間の身体的距離は常時前後左右１
ｍ以上〔おおむね教室定員の 2 分の１〕、近距離での会話や発声を避ける）、マスク着用、入室
前･退室後の手洗い(30 秒)又は手指消毒等の感染拡大防止対策を徹底すること。 
②面接授業(対面授業)を行う際に、身体的距離の確保が困難な場合は、マスクに加えてフェイスシ
ールドの着用やアクリル板による遮蔽等、必要な予防策を講じること。  
③授業の終わりがけの時間を使って、教室に用意されたティッシュペーパーに消毒液を含ませて
机等を拭き取ること。 

※ 今後の感染状況に応じて授業方針を変更する場合がありますので、最新情報を本学ホームペー

ジ等で確認をお願いします。 

お問い合わせ先 

ホームページから：ホーム＞右上のお問い合わせ・ご質問＞お問い合わせ内容の入力 

お電話：学び支援課 TEL 0776-43-6601 


